
【別紙】 障害児・者の所得保障の基本構造（平成29年度版）

（注ア）受給者の人数については平成２７年度末のものである。（障害基礎年金は平成２６年度末） （注イ）受給額は、平成２９年４月以降の月額である。

＜（ ）は、28年度からの変動額等＞ ※障害年金制度は年金局所管

≪障害児（２０歳未満）≫

本資料：①及び②該当

≪障害者（２０歳以上）≫

本資料：③該当

障害基礎年金２級（※）
障害基礎年金１級（※）

③特別障害者手当

６４，９４１円（▲６７円）

合計 １０７，９８７円（障害年金1級＋③）

①特別児童扶養手当２級
①特別児童扶養手当１級

②障害児福祉手当

３４，２７０円（▲３０円）
５１，４５０円（▲５０円）

１４，５８０円（▲２０円）

合計 ６６，０３０円（①＜1級＞＋②）

８１，１７７円＜２級×１．２５倍＞

２６，８１０円（▲２０円）

１３．８万人 １０．０万人

６．６万人

１０７万人 ６９．８万人

１２．３万人


